
事
業
系
ご
み
の
減
量
と

適
正
処
理
の
促
進
の
た
め
に

事
業
系
ご
み
の
減
量
と

適
正
処
理
の
促
進
の
た
め
に

特定
建築
物の

所有
者・管

理者
の皆
様へ

２1

アドレス tokuken@city.osaka.lg.jp

２

大阪市環境局事業部特定建築物減量指導担当 

事 業 系 ご み の 減 量 と
適正処理の促進のために
（特定建築物の所有者・管理者の皆様へ）




